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４
月
か
ら
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

内
容
を
一
部
変
更
し
ま
す

休
日
で
も
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
な
ど
の

使
用
申
し
込
み
が
可
能
に
な
り
ま
す

軽
自
動
車
税
の
お
知
ら
せ

市
で
は
、
公
共
交
通
機
関
を
利
用
で

き
な
い
65
歳
以
上
の
在
宅
高
齢
者
の
方

に
、
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
際
の
料
金

を
助
成
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
利
用
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
次

の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

■
対
象
者

65
歳
以
上
の
在
宅
高
齢
者
で
、
次
の

要
件
に
す
べ
て
該
当
す
る
方

①
要
介
護
認
定
で
要
介
護
３
以
上
の
方

②
市
民
税
非
課
税
の
方

■
助
成
内
容

市
が
委
託
契
約
し
て
い

る
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
場
合
、
基
本

料
金
相
当
額
の
助
成
券
を
、
月
４
枚

（
乗
車
１
回
に
１
枚
）
を
単
位
と
し
て

交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
障
害
者
を
対

象
と
し
た
重
度
心
身
障
害
者
移
動
サ
ー

ビ
ス
利
用
助
成
券
の
交
付
を
受
け
て
い

る
方
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
印
鑑

②
介
護
保
険
被
保
険
者
証

■
申
請
期
間

４
月
１
日（
金
）〜

※
４
月
１
日（
金
）以
降
で
あ
れ
ば
随
時

受
け
付
け
ま
す
が
、
申
請
が
遅
れ
る
と

１
カ
月
を
単
位
と
し
て
助
成
券
の
交
付

枚
数
が
減
り
ま
す
。

■
申
請
場
所

長
寿
課
（
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

市
民
課
総
合
窓
口
（
市
庁
舎
１
階
）

M
長
寿
課
高
齢
福
祉
係

0
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２
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１
３
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■
交
付
す
る
助
成
券

①「
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
券
」

タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
際
の
料
金
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
（
従
来
ど
お
り
）。

②「
自
家
用
自
動
車
燃
料
費
助
成
券
」

自
家
用
自
動
車
を
使
用
す
る
際
の
燃

料
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
（
新
規
に

創
設
し
ま
し
た
）。

燃
料
費
助
成
券
は
、自
動
車
に
係
る
燃

料
を
購
入
し
た
場
合
に
１
か
月
当
た
り

１
、２
０
０
円
分
を
助
成
す
る
も
の
で
す
。

①
と
②
ど
ち
ら
か
を
選
択
い
た
だ
き

ま
す
が
、
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
施
設
入
所
お
よ
び
３
カ
月
以
上
入

院
し
て
い
る
方
、
高
齢
者
対
象
の
外
出

支
援
サ
ー
ビ
ス
利
用
助
成
券
交
付
者
も

除
き
ま
す
。

■
対
象
と
な
る
方

①
身
体
障
害
者
手
帳
「
１
級
・
２
級
」

お
よ
び
「
肢
体
不
自
由
（
下
肢
）
・
心

臓
、
じ
ん
臓
、
呼
吸
器
、
ぼ
う
こ
う
、

直
腸
、
小
腸
お
よ
び
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ

イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能
障
害
（
内

部
障
害
）
で
障
害
部
位
別
の
等
級
が
３

級
」
を
お
持
ち
の
方

②
療
育
手
帳
「
Ａ
」
を
お
持
ち
の
方

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
「
１

級
・
２
級
」
を
お
持
ち
の
方

な
お
、「
燃
料
券
」
の
希
望
者
で
、

本
人
が
所
有
す
る
自
動
車
を
本
人
が
運

転
す
る
場
合
以
外
は
、
次
の
要
件
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

（1）
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
の
種

別
が
「
１
種
」
ま
た
は
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
の
等
級
が
「
１
級
」
の
方

が
所
有
す
る
自
動
車
を
、
本
人
の
利
用

の
た
め
に
同
居
（
同
一
敷
地
内
の
別
居

を
含
む
）
家
族
が
運
転
す
る
場
合

（2）
療
育
手
帳
、
18
歳
未
満
で
身
体
障
害

者
手
帳
お
よ
び
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
を
お
持
ち
の
方
と
同
居
す
る
家
族

の
所
有
す
る
自
動
車
を
、
本
人
の
利
用

の
た
め
に
同
居
す
る
家
族
が
運
転
す
る

場
合

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
印
鑑

②
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
ま
た

は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

③
自
動
車
検
査
証

（
燃
料
費
助
成
券
の
場
合
の
み
）

④
運
転
免
許
証

（
燃
料
費
助
成
券
の
場
合
の
み
）

■
申
請
期
間

４
月
１
日（
金
）〜

※
申
請
は
随
時
受
け
付
け
ま
す
が
、
申

請
が
遅
れ
る
と
１
か
月
を
単
位
と
し
て

助
成
券
の
交
付
枚
数
が
減
り
ま
す
。

■
申
請
場
所

○
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
券

福
祉
事
務
所（
総
合
福
祉
セ
ン
タ
―
）

市
民
課
総
合
窓
口
（
市
庁
舎
１
階
）

○
燃
料
費
助
成
券

福
祉
事
務
所（
総
合
福
祉
セ
ン
タ
―
）

M
福
祉
事
務
所
社
会
福
祉
係

0
２
２
―
１
４
０
０

　は問い合わせ先です�

市
の
組
織
・
機
構
の
再
編
に
伴
い
、

健
康
セ
ン
タ
ー
内
に
開
設
し
て
い
た

「
基
幹
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
」

が
、
４
月
か
ら
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
福
岡
蔵
本
）
内
に
移
転
し
ま
し
た
。

■
基
幹
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

と
は
？

在
宅
介
護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
や

そ
の
ご
家
族
の
皆
さ
ん
に
、
介
護
に
関

す
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
り
、
総
合

的
な
相
談
に
応
じ
る
施
設
で
す
。

ま
た
、
保
健
・
医
療
・
福
祉
サ
ー
ビ

ス
に
関
わ
る
施
設
と
の
連
絡
調
整
を
図

り
、
市
内
に
２
ヵ
所
あ
る
地
域
型
在
宅

介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
（「
茶
園
」と「
八

宮
」）
を
統
括
す
る
役
割
も
担
い
ま
す
。

■
相
談
は
24
時
間
体
制
で
対
応
し
ま
す

介
護
に
関
す
る
こ
と
や
高
齢
者
福
祉

に
関
す
る
悩
み
や
ご
相
談
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

M
市
基
幹
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

0
２
２
―
１
３
６
１（
長
寿
課
と
共
用
）

0
２
５
―
２
１
１
１（
17
時
15
分
以
降
）

４
月
か
ら
、
市
の
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
や

野
球
場
の
使
用
申
し
込
み
を
、
試
行
的

に
土
・
日
・
祝
日
で
も
受
け
付
け
ま

す
。
各
施
設
に
空
き
が
あ
れ
ば
、
す
ぐ

利
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
な
お
、

月
曜
か
ら
金
曜
日
ま
で
は
、
市
庁
舎
２

階
都
市
整
備
課
で
使
用
申
し
込
み
な
ど

を
受
け
付
け
ま
す
。

●
対
象
施
設

・
岩
崎
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

・
益
岡
公
園
野
球
場
・
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

・
白
石
川
サ
ッ
カ
ー
公
園

・
白
石
川
緑
地
陸
上
競
技
場
、野
球
場
、

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
場

●
土
・
日
・
祝
日
の
取
り
扱
い
業
務

・
空
き
状
況
の
確
認

・
当
日
利
用
申
し
込
み

○
軽
自
動
車
税
が
課
税
さ
れ
る
方
は
？

市
で
は
、
４
月
１
日
現
在
で
軽
自
動

車
（
軽
四
輪
車
、
原
付
バ
イ
ク
、
軽
二

輪
車
、
二
輪
小
型
自
動
車
、
小
型
特
殊

自
動
車
な
ど
）
を
登
録
し
て
い
る
方
に

一
年
分
の
軽
自
動
車
税
を
課
税
し
ま

す
。
納
税
通
知
書
は
５
月
６
日
に
発
送

予
定
で
、
納
期
限
は
５
月
31
日
で
す
。

○
減
免
の
制
度
は
あ
り
ま
す
か
？

身
体
障
害
者
な
ど
の
方
が
所
有
す
る

軽
自
動
車
で
、も
っ
ぱ
ら
通
学（
通
所
）・

通
院
・
仕
事
の
た
め
に
使
用
す
る
車
両

・
予
約
申
し
込
み
（
来
庁
し
た
日
の
翌

月
末
日
ま
で
予
約
可
能
）

・
許
可
証
の
発
行

※
夜
間
照
明
カ
ー
ド
は
発
行
し
ま
せ
ん

の
で
、
益
岡
公
園
野
球
場
・
テ
ニ
ス
コ

ー
ト
を
夜
間
使
用
し
た
い
方
は
、
あ
ら

か
じ
め
市
都
市
整
備
課
で
照
明
カ
ー
ド

を
事
前
購
入
し
て
く
だ
さ
い
。

●
使
用
申
し
込
み
方
法

市
庁
舎
１
階
東
側
に
あ
る
警
備
員
室

で
各
施
設
の
空
き
状
況
を
確
認
の
上
、

「
使
用
許
可
申
請
書
」
に
記
入
し
、
許

可
証
の
発
行
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

使
用
料
は
、
後
日
都
市
整
備
課
に
来

庁
の
上
、
納
付
い
た
だ
き
ま
す
。

●
受
付
時
間

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

M
都
市
整
備
課
　
0
２
２
―
１
３
２
５

は
、
申
請
に
よ
り
軽
自
動
車
税
の
減
免

が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

（
障
害
の
種
類
・
等
級
に
よ
り
ま
す
）。

な
お
、
普
通
自
動
車
税
（
県
税
）
の

減
免
を
受
け
る
場
合
は
、
軽
自
動
車
税

の
減
免
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

●
申
請
期
限

５
月
24
日（
火
）

●
申
請
に
必
要
な
も
の

・
納
税
通
知
書
・
障
害
者
手
帳

・
運
転
免
許
証
・
車
検
証
・
印
鑑

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

税
務
課
総
務
係
0
２
２
―
１
３
１
３

基
幹
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
が

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
移
転

平
成
17
年
度
外
出
支
援
サ
ー
ビ
ス
利
用

助
成
券
を
交
付
し
ま
す

■
敬
老
祝
金

○
対
象
者

市
内
に
１
年
以
上
住
所
を

有
す
る
77
歳
・
88
歳
の
方
と
市
内
に
３

年
以
上
住
所
を
有
す
る
百
歳
の
方

○
支
給
額

５
千
円（
77
歳
）、
１
万
円

（
88
歳
）、
１
０
０
万
円
（
百
歳
で
在
宅
）

○
支
給
時
期
・
方
法

77
歳
と
88
歳
の

方
に
は
、
５
月
中
旬
以
降
に
民
生
委
員

が
各
戸
訪
問
し
ま
す
。
百
歳
の
お
宅
に

は
、
誕
生
月
に
市
長
が
訪
問
し
ま
す
。

■
敬
老
会

○
対
象
者

今
年
度
は
75
歳
以
上
の
方

が
対
象
で
す
が
、18
年
度
は
76
歳
以
上
、

19
年
度
以
降
は
77
歳
以
上
と
段
階
的
に

引
き
上
げ
、
最
終
的
に
77
歳
以
上
の
方

を
対
象
と
し
ま
す
。
ま
た
、
喜
寿
・
米

寿
の
記
念
品
は
廃
止
し
ま
す
。

○
実
施
方
法

居
住
す
る
地
区
公
民
館

単
位
で
５
月
か
ら
７
月
に
か
け
て
実
施

■
紙
お
む
つ
等
給
付
事
業

○
対
象
者

①
65
歳
以
上
の
要
介
護
認

定
で
要
介
護
３
・
４
・
５
の
方
②
65
歳

以
上
の
認
知
症
の
高
齢
者
③
身
体
障
害

者
手
帳
１
・
２
級
を
有
す
る
方

○
支
給
額
（
月
額
）

市
民
税
非
課
税
世
帯

限
度
額
８
千
円

市
民
税
課
税
世
帯

限
度
額
４
千
円

○
支
給
方
法

指
定
薬
局
で
支
給
額
内

の
紙
お
む
つ
な
ど
を
受
け
取
り
ま
す
。

■
高
齢
者
無
料
バ
ス
乗
車
証
交
付
事
業

○
対
象
者

満
70
歳
以
上
の
方

○
対
象
路
線

青
根
線
、
永
野
線
、
七

ヶ
宿
線（
市
民
バ
ス
運
行
路
線
を
除
く
）

○
利
用
方
法

「
高
齢
者
無
料
バ
ス
乗

車
証
」
と
「
乗
車
券
」
を
交
付
し
ま
す
。

乗
車
券
の
交
付
枚
数
は
１
人
１
月
４
枚

で
、
再
交
付
は
し
ま
せ
ん
。

バ
ス
の
乗
務
員
に
「
高
齢
者
無
料
バ

ス
乗
車
証
」
を
提
示
し
、「
乗
車
券
」

を
提
出
く
だ
さ
い
（
乗
車
券
の
提
出
が

な
い
場
合
は
無
料
に
な
り
ま
せ
ん
）。

○
申
請
先（
公
民
館
で
は
行
い
ま
せ
ん
）

長
寿
課
（
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

市
民
課
総
合
窓
口
（
市
庁
舎
１
階
）

M
長
寿
課
高
齢
福
祉
係
（
総
合
福
祉
セ

ン
タ
ー
内
）
0
２
２
―
１
３
６
１

重
度
心
身
障
害
者
移
動
サ
ー
ビ
ス
利
用

助
成
券
を
交
付
し
ま
す

４
月
に
な
り
、
進
学
や
就
職
に
希

望
を
燃
や
し
て
大
海
に
挑
む
新
人
の

皆
さ
ん
に
、
シ
リ
ー
ズ
で
ア
ド
バ
イ

ス
し
ま
す
。
社
会
に
出
る
と
「
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
」
を
作
る
こ
と
で
し

ょ
う
。
そ
ん
な
と
き
に
知
っ
て
い
る

と
便
利
で
す
。

Ｑ

現
金
を
持
た
な
く
て
も
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
欲
し
い

商
品
が
購
入
で
き
ま
す
が
、「
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
」
っ
て
ど
ん
な

も
の
で
す
か
？

Ａ
　
こ
の
取
引
は
、
消
費
者
信
用
販

売
取
引
の
、
カ
ー
ド
を
利
用
す
る

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
取
引
と
い
い

ま
す
。

カ
ー
ド
に
よ
る
取
引
の
仕
組
み

は
、
①
消
費
者
が
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社

に
カ
ー
ド
の
申
し
込
み
を
す
る
。

②
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
は
申
込
者
の
資

格
審
査
を
し
て
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

を
発
行
す
る
。
③
消
費
者
は
加
盟
販

売
店
で
の
商
品
購
入
の
際
に
ク
レ
ジ

ッ
ト
カ
ー
ド
を
提
示
し
、
所
定
の
用

紙
（
ク
レ
ジ
ッ
ト
申
し
込
み
）
に
記

入
す
る
。
④
販
売
店
か
ら
ク
レ
ジ
ッ

ト
会
社
へ
そ
の
用
紙
が
送
ら
れ
、
ク

レ
ジ
ッ
ト
会
社
か
ら
販
売
店
に
支
払

い
が
行
わ
れ
る
。と
な
っ
て
い
ま
す
。

消
費
者
は
、
後
日
代
金
（
商
品
代

と
手
数
料
）
を
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
に

支
払
え
ば
よ
く
、
現
金
を
持
た
な
く

て
も
商
品
を
購
入
で
き
る
の
で
す
。

ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
へ
の
支
払
い

は
、
分
割
方
式
や
一
括
後
払
い
方
式

が
あ
り
、
現
在
は
ほ
と
ん
ど
の
銀
行

系
・
信
販
会
社
系
カ
ー
ド
で
も
分
割

方
式
を
採
用
し
て
い
ま
す
。

■
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
は
便
利
さ
と

危
険
性
を
合
わ
せ
持
っ
て
い
ま
す

こ
の
よ
う
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

取
引
は
、
現
金
を
持
た
ず
に
買
い
物

が
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
り
ま
す

が
、
つ
い
物
を
買
い
す
ぎ
て
し
ま
っ

た
り
、
高
価
な
物
を
買
っ
た
り
し
て

し
ま
い
が
ち
で
す
。
ま
た
、
ク
レ
ジ

ッ
ト
カ
ー
ド
は
、
買
い
物
以
外
に
も

キ
ャ
ッ
シ
ン
グ
や
ロ
ー
ン
な
ど
の
機

能
が
つ
い
て
い
る
も
の
も
多
く
、
利

用
額
が
増
大
す
る
と
支
払
い
の
延
滞

や
滞
納
を
し
て
し
ま
う
な
ど
、
ト
ラ

ブ
ル
も
多
く
な
り
ま
す
。
最
近
で
は

販
売
者
と
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
が
組
ん

で
消
費
者
に
強
引
な
勧
誘
を
し
、
高

額
な
商
品
を
購
入
さ
せ
る
ケ
ー
ス
も

あ
り
ま
す
。

誰
で
も
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
持

つ
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
便
利
さ
と

と
も
に
、
多
額
の
借
金
を
抱
え
る
危

険
性
の
あ
る
こ
と
も
忘
れ
な
い
で
く

だ
さ
い
。

■
気
を
つ
け
よ
う
！

架
空
請
求
・
振
り
込
め
詐
欺
・

一
寸
詐
欺

D o you know?

く
ら
し
の�

ヒ
ン
ト�

「
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
仕
組
み
」

〜
そ
の
①
〜

G
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
消
費
生
活
相
談
室

0
２
２
―
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７
８
３

（
相
談
日
　
月
・
水
・
金
９
時
〜
16
時
）
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